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令和７年６月１日現在 

 

１ ヘルパーステーション スマイルが提供するサービスについての相談等の窓口 

   ＴＥＬ ０９７－５４４－３５６８ 

   ＦＡＸ ０９７－５３５－７６７１ 

管理者        安藤 裕也  

サービス提供責任者  吉田 博貴   三浦 伸太   切封 康代   後藤 貴祐  

ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 

 

２ 事業所概要 

（１）事業者の指定番号およびサービス提供地域 

事業所名  ヘルパーステーション スマイル 

所在地    大分県大分市深河内一丁目1番11号 

介護保険指定番号  ４４７０１１１０３２ 

サービスを提供する地域 大分市 

    ※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

（２）営業時間 

日 ～ 土 ９：００～１８：００ 

 

（３）職員体制        

管理者  １名 

サービス提供責任者  ４名 

訪問介護員  ３名以上 

 

（４） サービス提供の時間帯 

 

 

早朝 

７：００～８：００ 

通常時間帯 

８：００～１８：００ 

夜間 

１８：００～２２：００ 

平日・土 ○ ○ ○ 

日・祝日 ○ ○ ○ 

 

 

３ サービス内容 

（１）身体介護  ① 食事介助  ② 入浴介助  ③ 排泄介助  ④ 清拭  ⑤ 体位変換等 

（２）生活援助  ① 買い物   ② 調理    ③ 掃除    ④ 洗濯等 

（３）その他   ① 介護相談等 
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４ 利用料金 

１．介護報酬にかかる費用（利用者負担１割の場合）    

※平成２７年度及び平成３０年度介護保険法改正により、利用者負担２割または３割の場合があります。 

※ 表中の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなくお客様の居宅サービス計画

（ケアプラン）に定められた時間を基準とします。 

① 基本額 

 

（  ）内は利用者１割負担額を

円に換算し表示したものです。 

ただし、小数点以下は切捨てとな

るので、１ヶ月の合計単位数で計

算した場合は多少の誤差が出ま

す。 

サービス１回当たりの料金 

所要時間及び内容 身体介護 生活援助 

２０分未満 
１，６３０円 

（１６３円） 
  

２０分以上      

３０分未満 

２，４４０円 

（２４４円） 
  

３０分以上      

１時間未満 

３，８７０円 

（３８７円） 
  

２０分以上      

４５分未満 
 １，７９０円 

（１７９円） 

４５分以上  
２，２００円 

（２２０円） 

１時間以上     

１時間３０分未満 

５，６７０円 

（５６７円） 
 

１時間３０分以上以降

３０分増すごとに 

 ＋８２０円 

（８０円） 
 

② 介護予防ホームヘルプサービス

（介護予防訪問介護相当サービス） 

１ヶ月当たりの料金 

所要時間及び内容 身体介護 生活援助 

週１回程度 
１１，７６０円 

（１，１７６円） 

週２回程度 
２３，４９０円 

（２，３４９円） 

週２回を超える程度 
３７，２７０円 

（３，７２７円） 

③ 生活サポートホームヘルプ  

サービス（訪問型サービスＡ） 

サービス１回当たりの料金 

所要時間及び内容 身体介護 生活援助 

２０分以上     

４５分未満 
 

１，７９０円 

（１７９円） 

４５分以上     

６０分未満 
 

２，２００円 

（２２０円） 

④ 

加

算 

早朝・夜間加算 基本料金に対して ２５％ 

深夜加算 基本料金に対して ５０％ 

利用者の希望により２人の

訪問介護員が訪問した場合 
基本料金に対して ２００％ 

特定事業所加算（Ⅱ） 基本料金に対して １０％ 

処遇改善加算（Ⅰ） 基本料金に対して １３．７％ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 基本料金に対して ４．２％ 

介護職員等ベースアップ等支援加算 基本料金に対して ２．４％ 

利用者負担１割分の計算方法 ① ②の計算によるサービス合計金額×１０％ 
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※ 令和６年６月１日より、処遇改善加算（Ⅰ）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）介護職員等ベース 

アップ等支援加算が介護職員等処遇改善加算Ⅰとして一本化され、介護サービス費と上記の加算に

おける自己負担の合計金額（月額）に２４．５％を乗じた額が加算されます。 

 

２．運営基準に定められたその他の費用 

項目 金額 説明 

その他の費用（交通費） 実費 

当事業所の通常の実施地域にお住まいの方は無料ですが、

それ以外の地域の方は、訪問介護員が訪問するための交通

費が必要となります。なお、自動車を使用した場合の交通

費は実施地域を越えたところから次の額をいただきます。 

１．実施地域を越えた地点から 片道５ｋｍ未

満 
３００円 

２．実施地域を越えた地点から 片道５ｋｍ以

上１０ｋｍ未満 
４００円 

３．実施地域を越えた地点から 片道１０ｋｍ

以上 
５００円 

 

３．通常のサービス提供を超える費用（利用者負担１０割） 

項目 金額 説明 

介護保険外サービス 
介護報酬の告示上の金

額と同額とします。 

区分支給限度額を超えてサービスを利用したい場合

など、介護保険枠外のサービス料金です。 

（１） キャンセル料 

急なキャンセルの場合は、お早めにご連絡ください。 

（連絡先：ヘルパーステーション スマイル ＴＥＬ ０９７－５４４－３５６８） 

 

（２） その他  

① 料金の支払方法 

料金の支払方法は、毎月月末締めとし、翌月１５日までに当月分の料金を請求いたしますので、

２０日までに指定の方法にてお支払いください。 

（お支払い方法は、現金・銀行振込・銀行口座からの自動引落となります。なお振込手数料はお

客様のご負担とさせていただきます。） 

② まれに、交通事情によりサービス時間が多少前後することがございますがご了承ください。 

③ サービス期間中、当事業所のヘルパーが同行研修する場合がございますのでご了承ください。 

④ お客さまのご希望に沿ってヘルパーを決めておりますが固定ヘルパーご希望の場合、必ずしもご

希望に添えない場合がございます。やむを得ずヘルパーが変更する場合もございますのでご了承

下さい。 

⑤ 誠に恐縮ではございますが、お茶・お菓子などの心遣いはご遠慮下さい。 

 

５ サービスの利用方法 

 （１）サービスの利用開始 

    まずはお電話などでお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。サービス提供責任者の

作成した訪問介護計画のご説明に同意いただいた後契約を結び、サービスの提供を開始します。 
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（２）サービスの終了 

① お客様のご都合でサービスを終了する場合 

  サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。

その場合は、終了１ヶ月までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了（以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービス終了します） 

・ お客様が介護保険施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕又は要

支援と認定された場合   

・ お客様が亡くなられた場合 

④ その他 

・ 当ステーションが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お

客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した

場合、お客様は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。  

・ お客様が、サービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず１０日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族の方などが、当事業所

や当事業所の訪問介護員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当

事業所により文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がご

ざいます。 

 

（３）事故発生時の対応 

利用者に対する指定訪問介護のサービス提供により事故が発生した場合は、区市町村、当該利用者

に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行ないます。 

 

６ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による 

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

７ 身体拘束の禁止について 

事業所は、利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束

その他利用者の行動を制限する行為を行いません。やむを得ず身体拘束を行う場合には、本人

又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時

間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとします。ま

た、適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとします。 

（１）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、従業員に周知徹底を図ります。 

（２）身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に開催します。 
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８ 感染症の予防及びまん延防止について 

  感染症発生時及びまん延防止のため、指針の整備、委員会の設置、定期的な研修及び訓練の開

催等、必要な措置を講じるものとします。 

 

９ 業務持続計画の策定について 

  感染症や非常災害の発生時において、事業を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の

事業再開を図るため、業務持続計画を策定します。研修及び訓練を実施し、定期的に業務持続

計画の見直し、変更を行います。 

 

１０ 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、 

居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

主治医 主治医氏名  連絡先  

ご家族 氏名  連絡先  

 

１１ サービス内容に関する苦情 

（１） ヘルパーステーション スマイル 苦情相談窓口 担当 吉田 博貴 

電話 ０９７－５４４－３５６８ ＦＡＸ ０９７－５３５－７６７１  

受付時間 ９：００～１７：００  

（２） 大分市福祉保健部長寿福祉課 

     電話 ０９７－５３４－６１１１ ＦＡＸ ０９７－５３４－６２２６  

受付時間 ８：３０～１７：１５  

（３） 大分県国民健康保険団体連合会 

電話 ０９７－５３４－８４７０  

受付時間 ９：００～１７：００  

 

事業者     大分県大分市深河内一丁目１番１１号 

一般社団法人スマイル 

代表理事  安藤 亮                 

事業所     大分県大分市深河内一丁目１番１１号 

ヘルパーステーション スマイル 

事業所番号 ４４７０１１１０３２ 

 

上記の内容の説明を受け、了承しました。 

令和   年   月   日 

利用者氏名                      

 

署名代行者氏名                    


